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[image: image8.emf]キャッシュバランスプランの特徴

・長所

運用リスクを企業と従業員で分担できる。

普通の確定給付企業年金に比べて費用負担額の見通しが立てやすくなる。

最低限の給付額を保証できる。

加入者が各自で資産額を容易に確認できる。

・短所

企業の費用負担額が増える可能性がある。

長期勤続者は確定給付企業年金と比べて給付額が減少する可能性が高い。
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[image: image17.emf]確定拠出年金導入企業から得られた調査結果

・長所

運用環境の悪化や退職者の急増による費用負担増を回避できる。

費用負担額の見通しが立てやすくなる。

異なる年金を持つグループ会社間でも人事交流を実施しやすい。

加入者が各自で資産額を容易に確認できる。

長期勤続者に有利な仕組みではないため、中途人材確保効果が期待できる。

長期勤続者に有利な仕組みではないため、グループ会社間で人事交流を実施しやすい。

・短所

原則60歳まで途中払い出しができない。

元本確保型の商品に資産が集中しているため、予定額を給付できない可能性がある。

・その他

投資経験の少なさは問題ではない。
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確定給付企業年金を導入した企業の制度改定の目的
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確定給付型の制度である

従業員に与える影響を考慮

制度運営がわかりやすい

従業員からの導入要望

他の制度には問題がある

キャッシュバランスプランが可能
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その他

確定給付企業年金を選択した理由
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[image: image21.emf]確定給付企業年金導入企業から得られた調査結果

・長所

給付額が確定しているため従業員に安心感を与えられる。

長期勤続者が受取額で有利になる設計をすることで、従業員の定着効果が期待できる。

これまでの主要な制度と類似した制度のため、制度改正時に従業員の同意を得やすい。

・短所

掛け金を引き上げるため費用負担が増える。

費用負担額の見通しが立てにくい。

運用環境の悪化や退職者の急増により費用負担が増加する可能性がある。

長期勤続者に有利な制度が多いため、短期勤続者に不利になる。

・その他

負担増を回避できる点は企業にとって一見メリットだが、退職金制度は給付額を定めてから

掛け金を算出するべきという視点で長期的にみれば、有利とはいえない。


[image: image22.emf]キャッシュバランスプラン導入企業の制度改正の目的

JT 一定の年金給付を保証した上で継続できる制度の確立

コーセー

従業員に対する福祉の観点から、一定の安定性を備えた存続できる年金制度

を

コクヨ

退職後の生活保障として十分機能し、従業員・会社の双方にリスクが少ない

制度を確立するため

日立製作所 退職給付債務の圧縮と資産運用リスク軽減

松下電器 掛金負担の見通しを立てやすくするため

NEC 年金財政の悪化が企業経営に与える影響を少なくするため


















制度選択時に考えられる要因をできるだけたくさん挙げたが、まとまりがない感じになってしまいました。



序章


1章 企業年金の歴史と種類


1 日本の企業年金制度の創設経緯と存在意義


2 各制度の特徴


2章 今後企業年金が担うべき役割について


1 海外の公的・私的年金の役割分担


2 企業年金と公的年金の関係と制度改正


3章 積み立て不足問題


1 予定利率と運用利回りの乖離


2 会計基準の見直し


4章 積立不足の解消法とその特徴


1 確定拠出年金の導入


2 予定利率を引き下げ(掛金を引き上げ)


3 キャッシュバランスプラン制度を導入


5章 各企業に合ったそれぞれの方法


1 企業の財政事情


2 従業員の福利


3 人事政策
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3章 積み立て不足問題





1予定利率と運用利回りの乖離





09年の確定給付企業年金の予定利率の分布は右図のようになっており、3％以上を設定している企業(灰色部分)が全体の64％を占めている。


また厚生年金基金では97年まで5.5％と定められていたことから現在でもその利率を設定している企業が多く、3.5％以上を設定している企業(灰色部分)が全体の54％を占めている。





一方で企業年金の実際の運用利回りは右図のようになっている(03年以降は確定給付企業年金と厚生年金基金、それ以前は厚生年金基金のみ)。近年は利回りの変動幅が拡大しているため、長期の平均利回りも低下しており、長期の運用を前提とする企業年金の運用環境は悪化しているといえる。(→たとえば年金Aの利回りが2年連続で10％だとするとAの残高は21％残高が増加するが、年金Bの1年目の利回りが-10％になると、Bが翌年までにAの残高に追いつくためには2年目は34%の利回りで運用しなければならない。)


具体的には過去10年で平均利回りが3.5%未満となっているのは9回で、そのうち6回は3％未満である。また直近2年では利回りがマイナスとなっている。





以上のような理由で、予定通りの運用ができずに積み立て不足が発生している企業年金が多数ある。



















































































2 会計基準の見直し





上場企業の国際会計基準強制適用を見据え、2012年3月期から企業年金の積立不足の全額を即時に負債として計上(即時認識)しなければいけなくなる。これまでは数理計算上の差異や過去勤務債務などの未認識債務をオフバランス化し、分割処理(遅延認識)することが認められていたが、来季からはそれを即時認識することが義務付けられる。





この会計基準の見直しにより多くの企業で積み立て不足が発生・増加することが予想される。





以上のように運用環境の悪化により企業年金の積立不足に陥る企業の増加が予想され、さらに会計基準の見直しにより企業年金の積立不足が企業経営に与える影響も大きくなる。自己資本に対して積立不足額が大きな企業(右図)は企業存続の危機となる可能性もある。


よって企業年金が企業経営に与える影響を小さくし、企業が本業に集中できるような環境を整えるために各企業がなんらかの対策を講じる必要がある。


次章ではその具体的な対応策を考える。



















































































4章 積立不足の解消法とその特徴





4章では3章で取り上げた積立不足の問題への対応策を考える。


そこでこの問題を解消するための方策として以下の3つを検証してみる。


①確定拠出年金に制度変更する。


②確定給付型の制度を維持しながら、予定利率を引き下げ、掛け金を引き上げる。


③キャッシュバランスプラン制度を導入する。





①確定拠出年金への制度変更





この方法は制度自体を積立不足が生じえない制度に変えるというもの。確定拠出年金では企業による掛け金の拠出後は加入者自身が責任を持って運用するので、実際の運用利回りが予定利率に達さなくても企業にはその補てんが求められない点では、企業にとっては魅力的な方法である。





②確定給付型の制度を維持しながら、予定利率を引き下げ、掛金を引き上げる。








○人事政策


・退職給付制度に人事政策としてどのような効果を期待するか。


→確定拠出年金では資産の移管が可能で、確定給付企業年金では一部を除いて不可能。前章でのアンケート結果では「優秀な人材を確保するため」といった人事政策的視点から同制度を選択した企業はあまり多くなかったが、中途採用者が多い企業では、人事政策としての効果が期待できると考えられる。一方で確定給付型の企業年金は通常長期勤続者に有利になるような設計がされており(前頁の給付カーブ)、長期勤続を促進する効果が期待できる。よって一人前の従業員になるまでに長い年数を要する企業では②の確定給付型制度の導入が適している。





○従業員の福利


・従業員の福利としての退職給付制度の優先度は高いか？


→企業が退職給付制度に対して「従業員に安心感を与えて業務に集中させる手段」や「従業員の老後の生活保障」、「功労報酬」などの考え方をしていたり、従業員への影響を最小化したいなどの従業員の利益を最優先する企業は、給付額が確定している②の確定給付型の制度を維持し掛金を引き上げる方法が最適だといえる。従業員には必要最低限の退職給付を用意するだけで十分だと考えている企業では①の確定拠出年金で十分であり、その中間が③のキャッシュバランスプランである。





・短期勤続者に対する一時金の給付の必要性は高いか？


→確定拠出企業年金のみ60歳までの途中払い出し(退職一時金)が認められておらず、実際に同制度導入時にこの点に不満を示す従業員が多い企業が見られた。一時金の給付を望む従業員が多い企業では、同制度の導入に慎重になるべきだが、どのような企業で退職時に一時金の支払いを望む従業員が多いのかは不明なので、今後考えます。








○企業の財政事情


・企業年金が企業経営に与える影響を小さくすることの優先度は高いか？


→掛金負担額の変動幅を小さくすることを最優先にするならば、掛金の拠出のみに責任を持ち、掛金負担額が固定されている①の確定拠出年金が最も適している。また変動幅は少し大きくなるが、③のキャッシュバランスプラン導入や②の掛金引き上げでも効果は期待できる。





・企業の掛金負担を軽減させることの必要性は高いか？


→掛金負担の軽減を最優先とし、他の要因を完全に無視するならば、間違いなく①の確定拠出年金を選ぶべきである。そもそも積立不足によって制度改正を迫られている企業が多いわけだから、掛金負担の軽減を重要視する企業は多いと考えられるが、だからといって他の要因を無視できるわけではない。そういった場合には掛金負担の軽減幅は小さくなるが、③のキャッシュバランスプランの導入も適している。②の掛金引き上げは掛金負担の増加なので、この点では適していない。





・投資教育の実施は企業の大きな負担になるか？


→投資教育の実施が実質的に義務付けられているのは、確定拠出年金だけ。投資教育の機会を継続的に確保できないなど、投資教育の実施が大きな負担になる企業は他の制度を取ったほうがいいのかもしれない。





5章 各企業に合ったそれぞれの方法








5章では4章で明らかにした各制度の特徴や各制度を導入している企業からの声をもとに、企業年金の制度選択の要因となるものを洗い出し、そしてそれぞれが選ぶべき制度を提案してみる。企業の年金制度改定時にはさまざまな要因があると考えられるが、それを1.企業の財政事情、2.従業員の福利、3.人事政策の3つに分けて考えてみる。










































































同制度には長期勤続者の給付額が従来の制度と比べて減少する可能性が高いという特徴がある。よってキャッシュバランスプラン導入の労使協議の際に長期勤続者の既得権について考慮した制度設計をする必要がある。





この方法は②と同様に確定給付という制度を維持しながら、運用利回りは国債利回りなどの客観的指標に上乗せしたものに設定することで企業の運用リスクを軽減するというもの。運用環境によって想定利回りが変化するので給付水準が低下する可能性がある点で、確定給付型制度と確定拠出型制度の特性を併せ持つ制度だといえる。


企業にとっては積立不足額を減少させることができる点が魅力。





キャッシュバランスプラン導入企業に対するアンケートによると、同制度の選択理由は「退職給付債務の変動幅が確定給付企業年金に比べ小さい」(72.7％)、「確定給付企業年金と企業型確定拠出年金のメリットを併せ持つ」(62.6％)、「不測の積立不足やコスト負担が発生しにくい」(54.5％)の順に多く、掛金負担の見通しを立てやすくするために導入した企業が多いと考えられる。





③キャッシュバランスプラン制度を導入する。





確定給付企業年金を導入している企業に対する調査で得られた回答によると、同制度導入の理由や多くの企業でコストが上昇していることから、従業員の利益を最優先に考えている企業が多いと感じた。また長期勤続を促進する機能がある点で、転職をしやすくする確定拠出年金とは違った人事政策としても期待されていることが分かる。





同制度の導入時の問題としてコストの上昇を挙げる企業が最も多く、実際にコストが上昇した企業数が減少した企業数を上回っていることから、同制度の導入はコスト削減に関してはほとんど意味がないことが分かる。





確定給付企業年金を導入した企業に対するアンケートによると、制度改定の目的は確定拠出年金同様に「費用の見通しを立てやすくしたい」といった掛金負担に関する回答が多かった。一方で確定給付企業年金を選択した理由は「確定給付型だから」や「従業員に与える影響を考慮して」といった回答が多く、また退職給付制度を「功労報酬」や「老後の生活保障」として考える企業が多いことから、同制度の導入企業には従業員の受給権を意識している企業が多いことが分かった。


また同制度には長期勤続を促す機能があるため、人材確保策として利用する企業が多いと予想したが、実際にはそれを意識した回答は少なかった。





この方法は確定給付という制度を維持しながら、予定利率を引き下げて想定利回りと実際の運用利回りの差を小さくすることで積立不足を生じさせにくくするというもの。予定利率の引き下げは言いかえれば掛け金の引き上げであり、企業が負担は恒常的に増加することになる。しかし運用環境の悪化が企業本体の経営に与える影響を小さくできる点は企業側の魅力であり、給付水準が変わらない点も従業員側の魅力である。











きな問題であると感じた。多くの企業が想定利回りを2%以上に設定している現状が変わらなければ、企業側は掛金を引き上げるか、従業員に高リスク商品への投資を促す可能性もある。





確定拠出年金を導入している企業に対する調査で得られた回答をまとめると右のようになった。


こちらの回答でも上記のアンケートの結果と同様に、多くの企業で掛金負担の軽減や明確化を目的として同制度を導入していた。


また投資経験の少なさは問題ではないと答える企業がある一方で、実際に掛金の多くが元本保証型の商品に投資されていることは大





同制度を導入した企業が退職給付制度についてどのように考えているのかというアンケートでは、「老後の生活保障」という回答が最も多く、それに「安心して働いてもらうための手段」、「功労報酬」という回答が続いた。


確定拠出年金は給付額を保証しないので、「老後の生活保護」や「安心して働いてもらう手段」といった回答は少ないことを予想していたが、逆の結果となった。


同制度に関して認識されている問題点では、「加入者の投資経験が少ない」という回答が企業・従業員の両方で多く、従業員は途中払い出しができないという点を問題と感じていることが分かった。











確定拠出年金を導入した企業に対するアンケートによると、制度改定の目的や同制度を選択した理由は「資産運用のリスクを回避したい」や「費用の見通しを立てやすくしたい」といった掛金負担に関するものが最も多かった。


一方で「優秀な人材を確保するため」や「ポータビリティ性を確保するため」といったような人事政策的視点から同制度を選択した企業はそれほど多くないことが分かった。





同制度を導入したことで費用負担がどう変化したかというアンケートでは「変化がなかった」という回答が最も多く、次いで「減少した」、「増加した」という順番だった。運用リスクを排除でき、掛金負担の見通しを立てやすくなるという点では、前述のアンケートの回答で上位だった掛金負担に関する目的を達成できているといえるが、一方で費用負担が減少した企業が35%程度でしかないことから、同制度の導入が費用負担の軽減に直結するわけではないことが分かった。




































































一方で右図の企業のように従業員の退職後の生活保障としての機能に意識を向けている企業も見られた。








